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電子決済手段の会計処理が見直しへ
ASBJ、外国信託型ステーブルコインの会計上の取扱いを整備

会 計

　企業会計基準委員会（ASBJ）は6月10日、
創設された「外国信託型ステーブルコイ
ン」（第4号電子決済手段）の会計上の取扱
いを整備することを決めた。
　同委員会では、令和5年11月17日に実務
対応報告第45号「資金決済法における特
定の電子決済手段の会計処理及び開示に関
する当面の取扱い」を公表しているが、資
金決済法2条5号4号に規定する電子決済
手段に関しては、その時点で第4号電子決
済手段に指定されるものが見込まれていな
かったため、会計上の取扱いは定めていな
かった。
　この点、「電子決済手段等取引業者に関
する内閣府令等の一部を改正する内閣府
令」（令和8年内閣府令第47号）が令和8年
6月1日に施行され、第4号電子決済手段と
なる外国信託型ステーブルコイン（電子決
済手段等取引業者に関する内閣府令2条3

項1号）が創設された。今後、国内外での
送金・決済手段としての利用価値が広がっ
ていくことが想定されている。しかし、現
行の実務対応報告第45号では、第4号電子
決済手段を適用範囲から除外しているた
め、会計上の取扱いを明確化すべきとの要
望が市場関係者から聞かれたことを踏ま
え、実務対応報告第45号を改正することに
したものである。
　また、改正資金決済法に伴う政令及び内
閣府令の改正により、資金決済法2条5項3
号に規定される電子決済手段（第3号電子
決済手段）の裏付け資産につき、一定の国
債及び中途解約が認められる定期預貯金に
よる管理・運用が認められ、運用対象資産
や上限組入比率、元本毀損防止に係る具体
的な要件等が定められている。
　実務対応報告第45号では、第3号電子決
済手段の信託財産はその全額が要求払預貯
金で管理されることを前提として会計上の
取扱いを定め、結論の背景に会計上の性格
を記載していることから、改正された第3号
電子決済手段の裏付け資産の要件を前提と
した電子決済手段の会計上の性格について
整理し、会計上の取扱い及び結論の背景の
記載の見直しを行うとしている。
　なお、企業会計基準委員会では、今後、
実務対応専門委員会において、実務対応報
告第45号の見直しを検討する。

ASBJ、創設された外国信託型ステー
ブルコイン（第4号電子決済手段）
の会計上の取扱いを整備する方針。
電子決済手段の会計処理を定めた
実務対応報告第45号を改正へ。

改正された第3号電子決済手段の裏
付け資産の要件を前提とした電子
決済手段の会計上の取扱いも合わ
せて検討。
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